
※基準を満たし、医療機関の意向が「あり」の場合→協議の場で「確認」する

医療機関名

①基準の確認
（医療資源を重点的に活用する外来
の件数が占める割合
初診の外来件数の40％以上かつ
再診の外来件数の25％以上）

②意向 一般
病床数 備考

１ 新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院 〇（初診：41.6% 再診：26.4%） 〇 400

令和４年度外来機能報告に基づく紹介受診重点医療機関の
協議について

資料５－２


